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「令和８年度くまモンファン感謝祭 ｉｎ ＴＯＫＹＯ」企画運営業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

  「令和８年度くまモンファン感謝祭 ｉｎ ＴＯＫＹＯ」企画運営業務委託 

 

２ 委託目的 

  熊本県営業部長兼しあわせ部長の「くまモン」の活動を日頃から応援いただいており、

くまモンをきっかけに熊本への観光や、首都圏等でも県産品を積極的に購入していただ

くなど、熊本のコト・モノ消費に大きく貢献いただいているファンの皆様に感謝の気持

ちを伝えるとともに、くまモン自身の魅力や熊本の物産・観光等の情報を幅広く発信す

ることにより、新たな「くまモンファン」及び熊本ファンを掘り起こし、県産品の認知

度向上・消費拡大、観光振興、並びに交流人口の拡大につなげることを目的とする。 

この事業の実施効果を最大限に高めることを目的として、受託者が有する高い企画力・

運営力等の専門性を活用するために、事業の要となる部分を委託する。 

 

３ イベント実施日 

①令和８年（２０２６年）１１月７日（土）、８日（日）の２日間 

②令和８年（２０２６年）１１月２１日（土）、２２日（日）、２３日（月・祝）のうち 

２日間 

上記①、②のいずれかで実施 

※実施日及び開催時間決定に際しては、契約締結後、熊本県と協議の上、確定すること。 

 

４ イベント会場 

  東京都内近郊の施設で、ステージイベント、飲食ブースの設置、施設内店舗とのコラ 

企画や物産展、その他熊本の PRに資するイベント等を一体的に展開できる等、施設を全 

体的に活用することができ、一般の方々が気軽に参加・観覧できる会場。 

※会場決定に際しては、契約締結後、熊本県と協議の上、確定すること。 

 

５ 委託業務内容 

（１）イベント全体の運営 

   ア イベント実施までの企画、運営、進捗管理を主体的に行うこと。 

イ イベント実施に適した会場を確保すること。 

ウ 首都圏くまモン隊との調整業務を行うこと。 

エ 契約締結後、速やかに業務委託全体の工程表を作成し提出すること。 

オ 熊本県との協議、打ち合わせ内容については、受託者において記録文書を作成

し、作成時点で共有すること。 

カ その他、企画、運営、役割分担に当たっては適宜、熊本県と協議の上、決定す

ること。 
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キ 東京在住の熊本にゆかりのある学生等の若年層が、企画や運営補助に参画でき

る機会を設けること。参画内容、人数、役割分担等については、熊本県と協議

の上、決定すること。 

ク パートナー企業が担う役割があれば、当該パートナー企業の名称、代表者名、

業務分担内容についても併せて明示すること。 

ケ イベント前に来場者からの問い合わせ等の対応を行うこと。 

 

（２）ステージ等の企画・運営 

ア ステージでのパフォーマンス等（１日当たり３回以上） 

  ※くまモンの出動については、「くまモン隊出動の手引き」に沿って行い、出動回

数等は、契約締結後、熊本県と協議を行い確定すること。 

イ 全ステージのうち１回については、関係者向けの座席を確保すること。 

ウ 企画運営に求める内容 

（ア）来場者に訴求すべき熊本の物産、観光、移住定住に関する PR及びくまモン

自身の魅力 

    （イ）新たなくまモンファンを掘り起こす企画 

  （ウ）過去のくまモン誕生祭やくまモンファン感謝祭で例がない新しいステージ 

      の企画 

     エ イベント当日のステージスケジュールについては、イベント開催前に熊本県と 

協議を行い、確定すること。 

 

（３）熊本物産展等の企画・運営 

会場内に熊本県関連の物産展を企画・運営するとともに、熊本への誘客やふるさ

と納税、熊本県産品等の消費拡大に繋がるような取り組み。 

ア 「食のみやこ」を目指す熊本県の食材や食文化等の PRに係る企画やブースを設 

けること。※ 

イ 飲食関連ブース（イートインスペース及び物販を含む）及び観光、ふるさと納

税、移住定住等のＰＲブース（熊本県庁関係部署も含む）を設けること。 

ウ 出店者の募集から当日の運営までを適宜、熊本県と協議の上、主体的に行うこ

と。 

（ア）必要に応じて出店者への説明会（オンライン可）を開催すること（説明会

にかかる費用は、委託料から支出）。オンライン対応が困難な事業者に対し

ては、個別に説明を行うこと。 

（イ）ブース出店料については、熊本県と協議のうえ決定すること。 

エ 保健及び消防等に関する必要な諸手続きを行うこと。 

オ ブース出店に関する備品（レンタル品）の斡旋を行うこと。 

カ 共同で使用する冷凍ストッカーを用意すること。 

キ 会場内にごみ箱を設置し、会場内で出たごみの処理を適切に行うこと。 
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※次の例を参考とした内容が望ましい。 

例）県産食材を使用したメニューの提供やキッチンカーの展開 

  県産食材を使用したスイーツ等のコンテストやスタンプラリーの開催 

  有名シェフや飲食店とのコラボ企画の開催 等 

 

（４）前記（２）及び（３）以外で、来場者満足度を上げる効果的な企画・運営 

 

（５）くまモンノベルティの制作・活用 

   ア 上記（２）～（４）と連動するノベルティの制作及びその活用 

   イ その他、今後の利活用が可能な制作物の制作及びその活用 

 

（６）イベントのプロモーション資料作成及び告知展開 

   ア プロモーション資料 

（ア）告知チラシ（３，０００部程度、Ａ４カラー、片面又は両面）、ポスター（３

０枚程度、Ｂ２カラー）の作成 

（イ）設置・配布（プレスリリース含む）に係る計画 

イ 専用の情報発信ページの開設 

（ア）専用サイトのデザイン案 

（イ）開設に係る計画 

（ウ）来場予定者からの問い合わせ対応等が可能な連絡先を明記すること。 

ウ 上記ア、イ以外の媒体を活用したプロモーションの内容（任意） 

    （例）新聞、ＴＶ、インターネット、ＳＮＳ、コミュニティ誌、デジタルサイネー

ジ、動画配信等 

※くまモン隊において、くまモンの出動時やくまモンオフィシャルＨＰ、くま

モン公式ＳＮＳ等を利用した告知も随時行います。 

   エ 集客のための効果的な告知展開を主体的に行うこと。また、子どもの来場を見

込んだプロモーションも取り入れること。 

 

（７）協賛企業の募集 

    必要に応じて協賛企業を募ることを可能とする。協賛企業を募る場合は、下記に

ついて留意すること。 

ア 協賛企業は、原則、熊本県内企業及び熊本県のＰＲに貢献する企業とする。 

イ 協賛企業の決定にあたっては、予め熊本県と協議を行うこと。（風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する営業を行う者又はくまモ

ンのイメージを損なうおそれがあると認められる企業については認めないこと

とする。） 

ウ 協賛の内容は以下のとおりとする。 

・協賛金による協賛 
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・物品による協賛 

・タレント、ゲストによる協賛 

※使途は予め熊本県と協議する。 

エ 協賛企業の取扱い 

   チラシへの広告掲載、ブース提供、メインステージＰＲ等を想定（具体的な内

容については、契約締結後、熊本県と協議を行い、決定すること。） 

 

（８）現場における安全・衛生・運営管理 

ア ステージ、物販・ＰＲブース等の運営スタッフ配置体制 

イ 警備体制（設営及び初日イベント終了日後の夜間） 

   ウ イベント保険加入の有無 

エ 事故発生時における対応体制の整備 

   オ 新型コロナウイルス流行期においては、来場者個人の主体的な選択を尊重しな

がらも基本的な感染対策を行うこと。 

 

６ 委託額 

  １２，０００千円（消費税及び地方消費税込み）を上限とする。 

  ※会場利用料等諸費は、委託料に含む。 

  ※この金額は、契約時の予定価格を示すものではないので留意すること。 

 

７ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年（２０２７年）２月２６日（金）まで 

 

８ その他の留意事項 

（１）全 般 

   ア くまモンのキャラクターイメージから逸脱しないような企画内容とすること。 

     ※くまモンオフィシャルサイトを参照 

   イ 原則として、本イベントに係る業務については、熊本県の責に帰する場合を除

き、受託者の責任において実施することとする。 

   ウ 受託者は、個人情報保護法を遵守し、個人情報が漏れることがないようにする

こと。 

   エ くまモンのデザイン等については、「くまモンイラスト・くまもとサプライズロ

ゴ利用の手引」の内容を遵守すること。 

   オ 本業務において、第三者（熊本県及び受託者以外の者）が所有する素材を用い

る場合には、著作権処理等を必ず行うこと。 

   カ 本業務により作成した成果品及び委託業務実施に当たり、新たに制作、撮影し

たもの等に関する全ての著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７

条及び第２８条に規定する権利を含む。）は、熊本県に帰属するものとし、本業
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務以外の業務において、本業務により作成した成果品及び委託業務実施に当た

り、新たに制作、撮影したもの等を使用する場合がある。 

   キ 本仕様書に基づく業務に際し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等

が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら熊本県の責めに帰する場合を除き、

受託者は、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。 

ク その他、企画、運営に当たっては、適宜、熊本県と協議のうえ、その内容につ

いて決定すること。 

 

（２）くまモン隊との連絡調整 

 くまモン出動経費（事前のステージ練習やステージ本番に係るくまモン隊の人件 

費等）に関しては「令和８年度（２０２６年度）くまモン隊（首都圏）管理運営業務 

委託」に含まれているが、以下の内容等において経費が発生する場合は、当該契約 

を受託している株式会社ライツアパートメントに再委託すること。なお、再委託す 

る場合には、株式会社ライツアパートメント及び熊本県と協議を行うこと。 

    ・くまモン隊の事前練習に係るスタジオ使用料 

    ・くまモン隊企画ステージの演出・装飾用備品購入費 

    ・くまモン隊宿泊費 

・イベント会場までの往復交通費（東京２３区外の場合） など 

 

（３）事業実施後における成果品の提出 

    実績報告書（＊）を提出すること。また、成果品については、紙（２部）及び電子

データ（１部）で提出を行うこと。 

なお、その成果物（データ含む）の著作権等は、全て県に帰属するものとし、県

が施策の推進に必要なものに使用できることとし、著作者は、著作者人格権を行使

しないこととする。 

ただし、パブリシティ等上記によりがたいものや著名人、キャラクター等に係る

著作権等については、熊本県及び委託事業者と別途協議の上、決定するものとする。 

 （＊）「実績報告書」への記載が必要な項目 

  ・イベント概要 

・活動実績 

・集客実績 

・状況写真（イベント状況（会場、ステージ）、その他プロモーション時状況等） 

・パンフレット等制作物がある場合は、１部以上添付 

・その他実績の確認に必要なもの 


